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１　事　務　事　業　執　行　概　要

事業税グループ

１　個人府民税

（１）市町村との連絡調整

個人府民税に係る徴収金の払込みが遅延している一部の市町に対しては、早期払込みについて関係府税事務所を通じ督励した。

（２）個人府民税徴収取扱費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（千円）
	区　　　　分
	令和４年度
	令和５年度
	令和６年度

	歳出予算（最終予算）
	１３，９０９，０００
	１３，９１９，０００
	１４，２１０，５６８

	決　　算　　額
	１３，８２５，７５５
	１３，９１８，２３１
	１４，２１０，５６８


府内市町村に法定委任されている個人府民税の賦課徴収に対する徴収取扱費として、法律の定めるところにより算出した額を交付した。　　　　　　　　　　　（千円）
	交    付    先
	交　　　付　　　額

	大阪市
	４，６１６，２５３

	堺市
	１，２５５，２１７

	その他の市町村
	８，３３９，０９８

	計
	１４，２１０，５６８


   根拠法令

· 地方税法第47条

· 大阪府税条例第28条

（別表１　　令和６年度個人府民税決定税額等調　　　２２頁）
（３）森林環境税(個人府民税均等割の超過課税)
自然災害から府民の暮らしを守り、林業の活性化により健全な森林を次世代へつなぐこと等を目的とした「大阪府森林の有する公益的機能を維持増進するための環境の整備に係る個人の府民税の税率の特例に関する条例」が制定され、平成28年度から令和元年度までの４年間、府内市町村が個人住民税（個人府民税及び個人市町村民税）を賦課徴収するものから、個人府民税均等割額に300円を加算していた。
令和２年度からは、大規模な自然災害や記録的な猛暑が年々厳しさを増す中、「新たな知見」を踏まえた土石流・流木対策の必要性、災害並みの猛暑から府民の命を守るための猛暑対策の必要性を踏まえ、「大阪府森林及び都市の緑の有する公益的機能を維持増進するための環境の整備に係る個人の府民税の税率の特例に関する条例」と改正し、令和２年度から令和５年度までの４年間、個人府民税均等割額に300円を加算していた。
令和６年度からは、国の対策方針である「流域治水」の考え方を踏まえた森林部における治山ダム整備等を行い、また自然公園内の管理道等の安全対策や、災害並みの猛暑を踏まえ「都市緑化を活用した猛暑対策」も併せて実施するため、「大阪府森林及び都市の緑の有する公益的機能を維持増進するための環境の整備に係る個人の府民税の税率の特例に関する条例」を改正し、個人府民税均等割額への300円の加算を令和９年度まで延長する。

２　利子等に係る府民税（府民税利子割）

（１）課税事務の指導
特別徴収義務者の的確な把握に努め、適正課税を図るよう指導した。

（２）広報活動

課税制度の内容や納入手続等（令和３年10月から受付開始の電子申告・電子納入含む）について、府税のホームページによる広報を行った。
（別表２　　令和６年度府民税利子割特別徴収義務者数調　　　２４頁）

（別表３　　令和６年度府民税利子割決定税額等調　　　　　　２５頁）

３　特定配当等に係る府民税（府民税配当割）
（１）課税事務の指導
特別徴収義務者の的確な把握に努め、適正課税を図るよう指導した。
（２）広報活動

課税制度の内容や納入手続等（令和３年10月から受付開始の電子申告・電子納入含む）について、府税のホームページによる広報を行った。
（別表４　　令和６年度府民税配当割決定税額等調　　　 　　２６頁）

４　特定株式等譲渡所得金額に係る府民税（府民税株式等譲渡所得割）

（１）課税事務の指導

特別徴収義務者の的確な把握に努め、適正課税を図るよう指導した。
（２）広報活動

課税制度の内容や納入手続等（令和３年10月から受付開始の電子申告・電子納入含む）について、府税のホームページによる広報を行った。

（別表５　　令和６年度府民税株式等譲渡所得割決定税額等調　　　２７頁）
５　個人事業税

（１）課税事務の指導

個人事業税の事務処理に関し、「個人事業税の事務処理について（昭和38年５月20日課内第487号総務部長通達）」の改正を行った。

また、各府税事務所を巡回し、賦課資料の確実な収集、事業内容等に関する調査の早期かつ的確な実施、調査内容等の記録の徹底を行い、適正課税を図るよう指導した。

（２）広報活動

ア　課税対象業種、納期限（税額が１万円以下のものに対する納期の特例を含む。）、口座振替納税制度の周知を図るため、納税通知書にチラシを同封して広報を行った。

　　　納期内納税の促進を図るため、府政だより、府税のホームページ及び関係団体の機関紙等による広報を行った。
イ　個人事業税及び個人住民税の税額計算について広く周知を図るため、チラシによる広報を行った。
（別表６　　令和６年度個人事業税決定税額等調　　　　　２８頁）

６　法人府民税・法人事業税

（１）課税事務の指導

法人府民税及び法人事業税の課税事務が適正かつ円滑に実施されるよう、「法人府民税及び法人事業税に係る事務処理要領について」（昭和56年４月１日課第１号総務部長通達）の改正等を行った。

また、各府税事務所を巡回し、法人事業税の外形標準課税の調査、支店設置法人の捕捉調査及び分割基準の調査等により適正課税を図るよう指導した。

（２）課税標準額等の通知及び賦課資料の収集事務

他の都道府県に対し課税標準額等の通知を行うとともに、他の都道府県から収集した賦課資料については、早期課税を図るため、速やかに各府税事務所に回付した。
根拠法令

〇地方税法第63条第３項

○　同　法第72条の48の２第12項

（３）広報活動

ア　法人府民税及び法人事業税の軽減措置であるハートフル税制・成長特区税制について周知を図るため、チラシ及び府税のホームページ等による広報を行った。

イ　公益法人等に係る法人府民税及び法人事業税の取扱いについて周知を図るため、チラシ及び府税のホームページ等による広報を行った。
ウ　法人府民税及び法人事業税の税制改正について周知を図るため、チラシ及び府税のホームページ等による広報を行った。

エ　法人府民税及び法人事業税の電子申告、電子申請及び電子納付について利用率の向上を図るため、チラシ及び府税のホームページ等による広報を行った。
　　オ　法人府民税及び法人事業税の超過課税の趣旨とその使途について周知を図るため、府税のホームページ等による広報を行った。

（４）調査の実施

法人府民税及び法人事業税の適正課税の推進を図るため、「外形標準課税の対象となる法人等の府民税及び事業税に係る調査事務取扱要領」（平成17年６月１日税指第2008号総務部長通達）に基づき、資本金等が一定規模以上の法人について、帳簿等の調査を実施した。

　　ア　調　査　件　数　　　　　　　　　　　　　　　　　１０件
　イ　処　理　内　容

　　　（ア）　修正申告指導等件数　　　　　　　　　　　　　８件

　　　　　　　不足税額　　　　　　　　　８２，３４６，０００円

　　　（イ）　是　認　件　数　　　　　　　　　　　　　　　２件

根拠法令　

· 地方税法第53条

同　法第55条

同　法第72条の７

同　法第72条の39

同　法第72条の41

同　法第72条の41の２
（別表７　　令和６年度法人府民税決定税額等調　　　　　３０頁）

（別表８　　令和６年度法人事業税決定税額等調　　　　　３０頁）

（別表９　　令和６年度法人数調　　　　　　　　　　　　３２頁）

（別表１０　令和６年度分割法人に係る法人の府民税及び事業税

の課税標準額等の通知書処理件数　　　　　　３７頁）

不動産グループ
１　不動産取得税
（１）課税事務の指導
不動産取得税の課税事務が適正かつ円滑に実施されるよう、「不動産取得税事務処理要領」（昭和48年９月１日課第347号総務部長通達）の改正等を行った。

また、賦課資料の確実な収集に努め、適正な課税を図るよう指導するとともに、大規模建築家屋の自主決定評価を推進し、早期の課税に努めるよう指導した。
（２）広報活動
　不動産取得税について広く周知を図るため、概要等についてリーフレット及び府税のホームページによる広報を行った。
（３）調査の実施

不動産取得税の早期かつ適正な課税を推進するため、大規模建築家屋の評価を実施するとともに、「不動産取得税の適正課税実施要領」（平成10年４月１日課第13号総務部長通達）に基づき、未登記物件を捕捉するための調査を実施した。
ア　調　査　件　数　　　　　　　　　　　　　 　 ５９２件

　　　 イ　税　　　　　額　　　 　　 　９４９，６９６，２００円

根拠法令
○ 　地方税法第73条の２第１項

　　　 同　法第73条の２第７項

　 　　同　法第73条の21第２項
(別表１１　　令和６年度不動産取得税決定税額等調　　　　３８頁)

宿泊諸税グループ
１　宿泊税
（１）課税事務の指導

宿泊税の課税事務が適正かつ円滑に実施されるよう、「宿泊税事務処理要領」（平成28年７月１日徴税第1649号財務部長通達）の改正等を行った。
また、適正な特別徴収制度を担保するため、特別徴収義務者に対する申告確認調査等を実施し、適正申告の確保に努めるよう指導した。

（２）広報活動
1 　宿泊税について広く周知を図るため、概要等について府税のホームページ等による広報を行った。
2 　宿泊税の免税点引き下げ及び税率変更（令和７年９月１日施行）について周知を図るため、府税のホームページ等による広報を行った。
3 　2025年大阪・関西万博開催期間中に限定していた修学旅行生等の課税免除制度を、万博終了後も継続することの周知を図るため、府税のホームページ等による広報を行った。
（３）調査の実施
「宿泊税事務処理要領」（平成28年７月１日徴税第1649号財務部長通達）に基づき、適正申告の確保及び宿泊税制度に係る理解の促進のため、申告確認調査を実施した。
1 調査件数　　　　　　　　　７９件
2 税　　額　　　　２４５，７００円
　
　　　根　拠　法　令
　　　　　○　地方税法第733条の４
　　　　　　　　同　法第733条の16
　　　　　　　　同　法第733条の17
　　　　　　　　同　法第733条の18

（別表１２　　令和６年度宿泊税決定税額等調　　　４０頁）
２　府たばこ税

（１）課税事務の指導
卸売販売業者等から提出された申告書及び添付書類の内容について精査、検算するなど、適正申告の確保に努めるよう指導した。
（２）広報活動
1 　府たばこ税について広く周知を図るため、概要等について府税のホームページ等による広報を行った。
2 　府たばこ税の電子申告、電子申請及び電子納付について利用率の向上を図るため、府税のホームページ等による広報を行った。
（別表１３　　令和６年度府たばこ税決定税額等調　　　４０頁）
３　ゴルフ場利用税

（１）課税事務の指導
ゴルフ場全施設の営業実態を把握するとともに、課税標準の調査に当たっては、非課税措置や特例措置の適用の可否を十分に確認するなど、適正申告の確保に努めるよう指導した。
（２）広報活動

1 　ゴルフ場利用税について広く周知を図るため、概要等について府税のホームページ等による広報を行った。
2 　ゴルフ場利用税の電子申告、電子申請及び電子納入について利用率の向上を図るため、府税のホームページ等による広報を行った。
（別表１４　　令和６年度ゴルフ場利用税決定税額等調　　　４１頁）

４　鉱区税
（１）課税事務の指導
鉱業権者から提出された申告書及び鉱業原簿等の閲覧等により、適正に課税を行うよう指導した。

　　　　賦課期日現在の鉱業権者数　　　　　　　　　　　　　　　２件

　　　　令和６年度中に登録済通知の送付を受けた件数　　　　　　０件
（２）広報活動

鉱区税について広く周知を図るため、概要等について府税のホームページ等による広報を行った。
（別表１５　　令和６年度鉱区税決定税額等調　　　    ４１頁）
５　狩猟税
（１）課税事務の指導
狩猟者の登録を受けようとする者から提出された狩猟者登録申請書により、適用税率の適否等について照合及び審査を行い、適正に課税を行うよう指導した。
（２）広報活動

狩猟税について広く周知を図るため、概要等について府税のホームページ等による広報を行った。
　　　

（別表１６　　令和６年度狩猟税決定税額等調　　　　　４２頁）

軽油対策グループ

１　軽油引取税
（１）課税事務の指導

軽油引取税の課税事務が適正かつ円滑に実施されるよう、「軽油引取税事務処理要領」（平成21年３月31日税指第1981号総務部長通達）の改正を行った。
また、効率的な帳簿調査の実施による適正申告の確保と免税軽油の適正使用について実態把握に努めるよう指導した。

（２）広報活動

　　　軽油引取税、近畿府県「不正軽油追放強調月間」について広く周知を図るため、概要等についてリーフレット、ポスター、府税のホームページ及びX（旧Twitter）による広報を行った。
（３）犯則調査の実施
　　　兵庫県及び兵庫県警からの情報提供を端緒に、本府、奈良県、和歌山県及び岡山県が合同調査に参加し、各府県が告発権限を有する犯則嫌疑事実について神戸地方検察庁に対して、令和６年７月３日付けで同時告発を実施した。本府については、地方税法違反（製造承認義務違反）により犯則嫌疑者６名及び犯則嫌疑法人１社を告発している。

＜根拠法令＞
・地方税法第144条の32第１項第１号（製造等の承認を受ける義務等）
　　　　　　同法第144条の33第１項及び第６項第１号（製造等の承認を受ける義務等に関する罪）
　　　　　　刑法第60条（共同正犯）

　　　上記告発事案に対して引き続き調査を実施した結果より、神戸地方検察庁に対して、地方税法違反（ほ脱及び製造承認義務違反）により同年12月20日付けで犯則嫌疑者５名及び犯則嫌疑法人１社を告発した。
脱税額：21,571,200円　

　　＜根拠法令＞

　　　・地方税法第144条の２第４項（軽油引取税の納税義務者等）

　　　　　　 同法第144条の18第１項第２号（軽油引取税の申告納付の手続）

　　　　　　 同法第144条の41第２項及び第７項（軽油引取税に係る脱税に関する罪）
同法第144条の32第１項第１号（製造等の承認を受ける義務等）
　　　　　　 同法第144条の33第１項及び第６項第１号（製造等の承認を受ける義務等に関する罪）　　　　　　 刑法第60条（共同正犯）
（４）調査の実施

「軽油引取税事務処理要領」（平成21年３月31日税指第1981号総務部長通達）に基づき、府内に所在する給油所等からの軽油等の見本品の採取、比重等の測定による簡易調査、ガスクロマトグラフ（軽油分析機）及び分光蛍光光度計（軽油識別剤分析機）による分析検査を実施し､混和軽油等と判定されたものについて､帳簿等の調査を実施した。

また、府県間協力による様々な情報交換と協力体制の強化を図るとともに、「大阪府不正軽油防止対策協議会」を活用し、不正軽油による脱税防止について迅速な対応を行った。
ア　分　析　検　査

（ア）　分析検査本数　　　　　　　　　　　　　　　　３８６本
（イ）　端緒発生本数　　　　　　　　　　　　　　　　　　６本
イ　帳簿調査
（ア）　処 理 件 数 　　　　　　　　　　　　　　　　　１０件
（イ）　税　　　額　　　　　　　　　　　５，０７１，８００円
根　拠　法　令
　　○　地方税法第144条の２第４項
　同　法第144条の11第１項及び第３項
　同　法第144条の44第２項
　同　法第144条の47第２項
（別表１７　　令和６年度軽油引取税決定税額等調　　　４３頁）
自動車税グループ

１　自動車税（環境性能割・種別割）※旧自動車税及び自動車取得税
（１）課税事務の指導
　　　自動車税（環境性能割・種別割）の課税事務が適正かつ円滑に実施されるよう、「自動車税事務処理要領」（令和元年９月30日徴税第2501号財務部長通達）の改正等を行った。
　　　また、管理課長会議を随時開催するとともに、各府税事務所及び大阪自動車税事務所（分室を含む。）を巡回し、自動車税（環境性能割・種別割）の事務処理を適正に実施するよう指導を行った。
（２）広報活動
　　ア　制度周知

　　　　自動車税（種別割）のグリーン化税制などの制度周知を図るため、チラシやパンフレット等により広報を行った。

　　　　また、身体障がい者等に対する減免の周知を図るため、パンフレットを作成し、広報を行った。

　　イ　納期周知

　　　　自動車税（種別割）の納期内納税の促進を図るため、ポスターやホームページ等による広報を実施した。

（３）自動車税（環境性能割）の課税標準額に係る資料の送付

　　　自動車税（環境性能割）の課税標準となる取得価額の認定事務については、自動車税
（環境性能割）課税標準額及び税額一覧表の追加・訂正の資料を、その都度、大阪自動車税事務所へ送付し、事務処理の効率化及び適正化を図った。
　　　　　　
（別表１８　　令和６年度自動車税（種別割）決定税額等調　　　　４４頁）

（別表１９　　令和６年度自動車税（環境性能割）決定税額等調　　４６頁）
２　自動車及び軽自動車保有関係手続のワンストップサービス（ＯＳＳ・軽ＯＳＳ）
自動車保有関係手続のワンストップサービス（ＯＳＳ）及び令和５年１月より運用を開始した軽自動車保有関係手続のワンストップサービス（軽ＯＳＳ）について、地方税共同機構車体課税検討部会に参画し、効率的かつ適正な運用について検討を行った。
３　窓口業務等委託に係る事務

（１）委託業務の履行確認
毎月、定例会議を開催して、各府税事務所及び大阪自動車税事務所の委託業務執行状況
や処理件数及び課題の抽出やその対策などの報告を受け、委託業務の履行を確認した。

また、個人情報保護への取組みや申告書等の書類管理状況及び接遇状況などの検査（抜
打ち立入検査）を行った。

さらに、委託業務が円滑に遂行されるよう、随時、委託業務の状況を確認した。

（２）繁忙期対応

法人の申告受付及び自動車税減免申請受付が集中する府税事務所の繁忙期（５月～６月
初旬）に、来所した府民を長時間待たせること等が無く、業務を円滑に遂行するための方策を受託業者と協議し、各事務所に適した対策を行った。

（３）府民満足度調査等の実施
　　　府と受託業者が、行政サービスの質の維持向上という共通の認識に立ち、府民満足度調査等を実施し、業務の充実・改善に努めた。
４　法人申告書等の封入封かん等業務委託
申告書等の印字、封入封かん、発送業務の業務委託を行った。
また、立入検査を実施し、個人情報の適正な取扱い等について定期的に検査を行った。
５　府税コールセンター運営業務委託に係る事務

（１）委託業務の履行確認

毎月、定例会議を開催して、委託業務執行状況や処理件数及び課題の抽出やその対策な
どの報告を受け、委託業務の履行を確認した。

また、個人情報の適正な取扱いや府民への対応状況などの検査（抜打ち立入検査）を行
った。

さらに、委託業務が円滑に遂行されるよう、随時、委託業務の状況を確認した。

（２）繁忙期対応

府民からの自動車税に関する問合わせが集中する４月～５月に、府民からの電話に対し
て話中を発生させないなど、業務が円滑に遂行するために必要な人員確保及び配置について、受託業者と協議した。

（３）府民満足度調査等の実施
府と受託業者が、行政サービスの質の維持向上という共通の認識に立ち、府民満足度調
査等を実施し、業務の充実・改善に努めた。
６　府税に係る還付充当通知書等の封入封かん等業務委託
還付充当通知書等の印字、封入封かん、発送業務の業務委託を行った。
また、立入検査を実施し、個人情報の適正な取扱い等について定期的に検査を行った。
７　自動車税（種別割）減額・還付充当通知書等の封入封かん等業務委託
自動車税（種別割）減額・還付充当通知書等の封入封かん、発送業務の業務委託を行った。

また、立入検査を実施し、個人情報の適正な取扱い等について定期的に検査を行った。
８　自動車税申告書受付等業務委託
（１）委託業務の履行確認

　　　毎月、定例会議を開催して、大阪自動車税事務所各分室及び軽自動車検査協会各支所の委託業務執行状況や処理件数及び課題の抽出やその対策などの報告を受け、委託業務の履行を確認した。
また、委託業務が円滑に遂行されるよう随時、委託業務の状況を確認した。
（２）繁忙期対応
　　　自動車税の申告書の受付が集中する繁忙期（３月）に、来所した府民を長時間待たせること等が無く、業務を円滑に遂行するために必要な人員確保及び配置について、受託業者と協議した。
（３）府民満足度調査等の実施
府と受託業者が、行政サービスの質の維持向上という共通の認識に立ち、府民満足度調査等を実施し、業務の充実・改善に努めた。
納税グループ

（管理事務）

１　管理事務の指導

（１）府税の管理事務について、適正な事務処理を執行するため、実務指導及び研修を行った｡

（２）府税事務所及び大阪自動車税事務所（分室含む）を巡回し、管理事務を適正に実施するよう指導を行った｡
（３）管理事務の適正かつ円滑な実施のため、事務処理要領の改正を行った。
２　徴収実績等の取りまとめ

（１）徴収実績等の収納管理事務関係の資料を作成した。

（２）歳出還付金の試算を行い、事務所に対して予算配当を行った。
３　収納業務の委託

コンビニエンスストアを利用した収納代行業務に関して委託契約を行うとともに委託業務の適正な運用管理を行った。
４　管理収納事務に係る物品調達

　　管理収納事務に必要な用紙発注等を行った。
５　特別法人事業税及び地方法人特別税の納付等

　　特別法人事業税及び地方法人特別税について、国への納付事務を行った。

　　（別表２０　　令和６年度府税歳入予算額及び決算見込額調　　　４８頁）

　　　（別表２１　　令和６年度府税関係諸収入等決算見込額調　　　　５０頁）
（納税事務）

１　税収確保対策の取組み

効率的な滞納整理の促進と税収確保の更なる推進を図るため、「令和６年度税務重点目標に
ついて」（令和６年４月18日税政第1228号税務局長通知）に、次の目標を掲げ、徴収率の向上
に努めた。
「府が自ら徴収する税目」（個人府民税（均等割・所得割）及び地方消費税を除く税目。）
について、全国上位３分の１の団体が達成（全国15位）している徴収率（99.63%：令和６年４月見込）以上を達成する。
２　納税事務の指導　

　　府税事務所及び大阪自動車税事務所における納税事務の促進を図るため、事務所巡回や納
税担当課長会議を開催して、納税事務の指導を行った｡                                         　　　　　　　　

３　大阪府・大阪市税務事務連携協議会の運営

　　　大阪府・大阪市における地方税の賦課徴収全般に係る事項について、協議会において方針決定を行い、サービス向上、課税及び徴収の各部会を通じて、協議会の決定方針に基づく連携業務を行った。
４　令和６年度の納税関係事務の処理状況

以下の各状況調等のとおり、各府税事務所、大阪自動車税事務所及び税務局において、納税関係事務を行った。
（別表２２　　令和６年度高額滞納税整理状況調（総括）　　　　　５２頁）

（別表２３　　令和６年度滞納整理状況調　　　　　　　　　　　　５４頁）

（別表２４　　令和６年度徴収猶予・換価の猶予状況調　　　　　　５５頁）

（別表２５　　令和６年度滞納処分の停止に関する調　　　　　　　５６頁）

（別表２６　　令和６年度不納欠損に関する調　　　　　　　　　　５８頁）

（別表２７　　令和６年度差押処分状況調　　　　　　　　　　　　６０頁）

（別表２８　　令和６年度財産別差押状況調　　　　　　　　　　　６１頁）
（別表２９　　令和６年度換価処分状況調　　　　　　　　　　　　６２頁）

（別表３０　　令和６年度交付要求・参加差押処分状況調　　　　　６３頁）

（別表３１　　税目別決定状況等調　　 　　　　　　 　　　　　　６４頁）

地方税徴収向上グループ

１　個人府民税等の徴収向上対策（大阪府域地方税徴収機構の設置・運営）

　　　  個人住民税をはじめとした地方税のさらなる徴収向上及び参加市町村の税務職員の徴収技術の向上を図るため、平成27年４月１日に「大阪府域地方税徴収機構」を設置し、令和６年度は、大阪府及び府内39市町村が参加し、3,099件、本税額16億4,400万円の滞納事案の引継を受け、府と市町の職員が合同で滞納整理を行った。
　　　（別表３２　　令和６年度大阪府域地方税徴収機構処理状況調　　　　  ６６頁）
　　また、税務職員の徴収技術の向上のため、機構担当職員及び参加市町村の徴収担当職員を対象に研修会を実施した。
（開催状況）
	研修名
	回数

	徴収基礎に関する研修
	１回

	徴収実務に関する研修
	２回

	法務アドバイザー（弁護士）による徴収リーガル研修
	２回

	不動産公売の現況調査・評価に関する研修
	３回


２　指定徴収金の処理

大阪府税規則第３条第１項ただし書の規定により、処理困難事案及び高額滞納事案等、知事が指定した徴収金の処理を行った。
　　　　（別表３３　　令和６年度滞納整理状況調　　　　　　　　　　　　　　６８頁）

　　　　（別表３４　　令和６年度納税の猶予状況調（法第１５条）　　　　　　７０頁）

　　　　（別表３５　　令和６年度換価の猶予状況調（法第１５条の５）　　　　７１頁）

　　　　（別表３６　　令和６年度差押処分状況調　　　　　　　　　　　　　　７２頁）

　　　　（別表３７　　令和６年度財産別差押状況調　　　　　　　　　　　　　７３頁）

　　　　（別表３８　　令和６年度換価処分状況調　　　　　　　　　　　　　　７４頁）

　　　　（別表３９　　令和６年度交付要求・参加差押処分状況調　　　　　　　７５頁）
事務事業実績
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